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平成２４年度の調査審議等の状況 

（平成２４年４月～平成２５年３月） 

 

 

Ⅰ 全体 

 

１ 諮問・答申件数 

   平成２４年度の諮問件数は８４０件，答申件数は８５８件である。 

なお，平成１３年度から平成２４年度までの総諮問件数は９，９２９件，総答申件

数は８，９３９件であり，平成２４年度末時点で審議中の件数は６２１件である。 

 

○情報公開関連と個人情報保護関連の総計 

［平成２４年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

情報公開 ６１４ ６０５ １５ 

個人情報保護 ２２６ ２５３ ３ 

合  計 ８４０ ８５８ １８ 

 

［平成２４年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ６９１ ７４５ １５ 

独立行政法人等 １４９ １１３ ３ 

合  計 ８４０ ８５８ １８ 

 

［平成１３年度～平成２４年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

（平成２４年度末）

（a-b-c） 

行政機関 ８，７７７ ７，９６８ ３０３ ５０６

独立行政法人等 １，１５２ ９７１ ６６ １１５

合  計 ９，９２９ ８，９３９ ３６９ ６２１

 （注）答申件数の行政機関と独立行政法人等の別は諮問時の別による。 

 

１－１ 中間答申 

平成２４年度においては，情報公開・個人情報保護審査会運営規則２４条３項の規

定に基づく中間答申の実績はなかった。 

 

１－２ 取下げ 

  平成２４年度における諮問事件の取下げは，合計で１８件であり，その内訳は以下の

とおりである。 
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（取下げ理由の内訳） 

諮問種別 件数 合計 不服申立人の自主的な取下げ １１件

情報公開 
行政機関 １２

１５
全部開示 ３件

独立行政法人 ３ その他 ４件

個人情報

保護 

行政機関 ３
３

 

独立行政法人 ０  

 

 

２ 答申結果の分類 

平成２４年度に出された答申件数（８５８件）のうち，諮問庁の判断は妥当でない

としたもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，２８９件（３３．７％）である。 

 

 情報公開 個人情報保護 合計 

諮問庁の判断は妥当で

ないとしたもの 

３７件

（６．１％）

６件

（２．４％）

４３件

（５．０）

諮問庁の判断は一部妥

当でないとしたもの 

１６３件

（２６．９％）

８３件

（３２．８％）

２４６件

（２８．７％）

諮問庁の判断は妥当で

あるとしたもの 

４０５件

（６６．９％）

１６４件

（６４．８％）

５６９件

（６６．３％）

 

答申結果の分類 

情報公開      個人情報保護       合計 

 

37

6.1%
163
26.9
%

405

66.9
%
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32.8
%
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%

253
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%

246
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%569
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３ 平均処理期間・審議回数 

   平成２４年度の答申（８５８件）について，平均処理期間は３０７．９日，平均審

議回数は２．９回であり，最短の事件では４１日で処理が終了しており（平成２４年度

（行個）答申第１２５号），最長の事件では１，７３０日かかっている（平成２４年度（行情）

答申第３４２号）。 

   なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は２．４回である。 

   答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は９か月以内で答申を出し

ており，全体の約３分の２は１１か月以内に答申を出している。 
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４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

平成２４年度の答申（８５８件）についてみると， 

（１）不服申立人等から口頭意見陳述を聴取したとする記載のあるものは１件（不服申

立人１件）である。 

（２）諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるものは２８件である。このうち，

４件について，設置法１２条に基づき指名委員が口頭説明の聴取を行っている。 

（３）平成２４年度に不服申立人等の口頭意見陳述及び諮問庁の口頭説明の聴取を地方

において行った実績はない。 

 （４）調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものは２件である。 
    なお，審査会発足以降の実績は，後掲の別表のとおりである。 
 
 

５ インカメラ 

  平成２４年度の答申（８５８件）についてみると，対象文書又は対象保有個人情報を

見分したとの記載があるのは５０５件である。 

（注） 答申の調査審議の経過欄に，「本件対象文書の見分」等と記載されている答申数である。対象

文書が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に記入された

個人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の性格上イ

ンカメラ審理を要しない場合がある。 

 

 

６ ヴォーンインデックス 

平成２４年度の答申（８５８件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料

（ヴォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注） ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的

に，あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書等の内容を整理した資料を提出している場

合がある。 

 

 

７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，平成２４年度

の状況は以下のとおりである。 



- 4 - 
 

（諮問）                    （単位：件） 

 
情報公開 

個人情報 

保護 
合 計 

不存在事件 ８９ ３８ １２７

存否応答拒否事件 ４３ １０ ５３

文書等の特定を争う事件 ３６ ２８ ６４

逆ＦＯＩＡ事件 １９ ０ １９

行政文書等非該当事件 ２ ０ ２

適用除外事件 ４ １２ １６

 

諮問件数 

情報公開（６１４件）       個人情報保護（２２６件） 

不存在

89

14.5%

存否応答

拒否

43

7.0%

文書の

特定

36

5.9%

逆FOIA

19

3.1%

行政文書

等非該当

2

0.3%

適用除外

4

0.7%

その他

421

68.5%

 

不存在

38

16.8%

存否応答

拒否

10

4.4%

保有個人

情報の

特定

28

12.4%

適用除外

12

5.3%

その他

138

61.1%

 

合計（８４０件） 

 

不存在

127

15.1%
存否応答

拒否

53

6.3%
文書等の

特定

64

7.6%

逆FOIA

19

2.3%

行政文書

等非該当

2

0.2%適用除外

16

1.9%

その他

559

66.6%

 

 

（答申）                               （単位：件） 

 
情報 

公開 

個人情報

保護 
合 計 

全部を妥当でないとした答申数 

（一部妥当でないとした答申も加えた件数）

情報公開 個人情報保護

不存在事件 ９８ ３２ １３０ ９（１５） １（２）

存否応答拒否事件 ３９ ２ ４１ ５（ ７） ０（０）

文書等の特定を争う事件 ３０ ９ ３９ ５（ ７） ０（１）

逆ＦＯＩＡ事件 ２１ ０ ２１ ０（ ０） ０（０）

行政文書等非該当事件 ３ ０ ３ ０（ ０） ０（０）

適用除外事件 ９ １３ ２２ １（ １） ０（１）
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答申件数 

情報公開（６０５件） 

不存在

98

16.2%
存否応答

拒否

39

6.4% 文書の

特定

30

5.0%

逆FOIA
21
3.5%

行政文書

等非該当

3

0.5%適用除外

9

1.5%

その他

405

66.9%

 
個人情報保護（２５３件） 

不存在

32

12.6%

存否応答

拒否

2

0.8%

保有個人

情報の

特定

9

3.6%

適用除外

13

5.1%

その他

197

77.9%

 
合計（８５８件） 

不存在

130

15.2%

存否応答

拒否

41

4.8%
文書等の

特定

39

4.5%

逆FOIA

21

2.4%

行政文書

等非該当

3

0.3%
適用除外

22

2.6%

その他

602

70.2%

答申結果別の内訳 

「妥当でない」（４３件） 

不存在

10

23.3%

存否応答

拒否

5

11.6%

文書等の

特定

5

11.6%適用除外

1

2.3%

その他

22

51.2%

 

「妥当でない（一部妥当でないも含む）」

（２８９件） 

不存在

17

5.9%

存否応答

拒否

7

2.4%

文書等の

特定

8

2.8%

適用除外

2

0.7%

その他

255

88.2%

 

「妥当である」（５６９件） 

不存在

113

19.9%

存否応答

拒否

34

6.0%
文書等の

特定

31

5.4%

逆FOIA

21

3.7%

行政文書

等非該当

3

0.5%

適用除外

20

3.5%

その他

347

61.0%

 

 

７－１ 不存在事件 

  不存在事件については，平成２４年度で１２７件（情報公開８９件，個人情報保護３

８件）の諮問を受け，平成２３年度以前の諮問も含め，１３０件（情報公開９８件，個

人情報保護３２件）について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，妥当でないとされたもの（文書が存在するとさ

れたもの等）は１０件あり，情報公開関連が９件（注１），個人情報保護関連が１件（注

２）ある。 

（注１） 平成２４年度（行情）答申第２号、第５０号、第６２号、第２６５号、第３４５号、第３８

０号、第３８４号及び第４２４号並びに平成２４年度（独情）答申第４号 

（注２） 平成２４年度（独個）答申第２号 
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７－２ 存否応答拒否事件 

  存否応答拒否事件については，平成２４年度に５３件（情報公開４３件，個人情報保

護１０件）の諮問を受け，平成２３年度以前の諮問も含め，４１件（情報公開３９件，

個人情報保護２件）について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，情報公開関

連が５件（注）である。 

（注） 平成２４年度（行情）答申第２５号、第４５６号、第４５７号、第４６５号及び第５０９号 

 

７－３ 文書・保有個人情報の特定を争う事件 

  文書・保有個人情報の特定を争う事件については，平成２４年度に６４件（情報公開

３６件，個人情報保護２８件）の諮問を受け，平成２３年度以前の諮問を含め，３９件

（情報公開３０件，個人情報保護９件）について答申を出している。 

この文書等の特定を争う事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，情報

公開関連が５件（注）である。 

（注） 平成２４年度（行情）答申第４８号、第８７号、第３８２号、第４２１号及び第４２７号 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

  処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については，平成２４年度に１９件（全て情報公開）の諮問を受け，平

成２３年度以前の諮問を含め，２１件（全て情報公開）について答申を出している。 

 

７－５ 行政文書等非該当事件 

  行政文書等非該当事件については，平成２４年度に２件（全て情報公開）の諮問を受

け，平成２３年度以前の諮問を含め，３件（全て情報公開）について答申を出している。 

 

７－６ 適用除外事件 

  適用除外事件については，平成２４年度に１６件（情報公開４件，個人情報保護１２

件）の諮問を受け，平成２３年度以前の諮問を含め，２２件（情報公開９件，個人情報

保護１３件）について答申を出している。 

この適用除外事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，情報公開関連が

１件（注）である。 

（注） 平成２４年度（行情）答申第３８５号 

 

 

８ 総会（委員の全員をもって構成する合議体） 

 

８－１ 総会 

  平成２４年度は，情報公開・個人情報保護審査会設置法（以下，「設置法」という。）

６条２項に基づく総会は，開催しなかった。 

 

８－２ 運営会議 

平成２４年度には，情報公開・個人情報保護審査会運営規則２９条に基づき，運営会

議を開催した（平成２５年２月２１日）。 

 

 

９ 各部会の調査審議回数 
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   各部会は，原則として毎週，定例日を定めて調査審議を行った。 

 

 調査審議回数 

第１部会 ２８回 

第２部会 ３２回 

第３部会 ３０回 

第４部会 ３３回 

第５部会 ３３回 

 

 

（別表）答申の調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるもの 

行情（注１） 独情（注１）

平成１３年度 ５５ －

平成１４年度
８３，１６４，１８１，２７９，３９５，
４２６，４２７，４２８，４２９，４３０，
４６９，５２７

平成１５年度
３７０，４５４，５０９，５９０，５９１，
６００，６０１，７１３

４４

平成１６年度 ３１９，４８８，５５５

平成１７年度
１２９，１３０，１３３，２３０，２３１，
４８８

９

平成１８年度

平成１９年度 １０３

平成２０年度 ２６２

平成２１年度 ２８８，３３０ ６，１０

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度 ５３７，５３８

（注１）　数字は答申番号である。
（注２）　個人情報保護について，該当する答申はない。  
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Ⅱ 情報公開 

 

１ 諮問・答申件数 

  平成２４年度の諮問件数は６１４件，答申件数は６０５件である。 

なお，平成１３年度から平成２４年度までの総諮問件数は８，３３６件，総答申件数

は７，５５５件であり，平成２４年度末時点での審議中の件数は４５５件である。 

 

 ○情報公開関連 

［平成２４年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ５４１ ５５０ １２ 

独立行政法人等 ７３ ５５ ３ 

合  計 ６１４ ６０５ １５ 

 

［平成１３年度～平成２４年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

（平成２４年度末）

（a-b-c） 

行政機関 ７，５３６ ６，８６４ ２６８ ４０４

独立行政法人等 ８００ ６９１ ５８ ５１

合  計 ８，３３６ ７，５５５ ３２６ ４５５

 

 

２ 答申結果の分類 

平成２４年度に出された答申件数（６０５件）のうち，諮問庁の判断は妥当でない

としたもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，２００件（３３．１％）である。 

 

諮問庁の判断は妥当でないとしたもの  ３７件（ ６．１％） 

諮問庁の判断は一部妥当でないとしたもの １６３件（２６．９％） 

諮問庁の判断は妥当であるとしたもの ４０５件（６６．９％） 

 

答申結果の内訳 

       行政機関       独立行政法人 

  

31
5.6

%
145
26.4

%
374
68.0

%

550

6
10.9

%
18
32.7

%

31
56.4

%

55
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３ 平均処理期間・審議回数 

  平成２４年度の答申（６０５件）について，平均処理期間は３１３．８日，平均審議

回数は３．０回であり，最短の事件では４７日で処理が終了しており（平成２４年度（行

情）答申第２９４号），最長の事件では１，７３０日かかっている（平成２４年度（行情）答申

第３４２号）。 

  なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は２．４回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は９か月以内で答申を出して

おり，全体の約３分の２は１１か月以内に答申を出している。 

 

0 2

26

37

48 48 51
59

37

57

29
33

43

55

30

50

0

10

20

30

40

50

60

70

（
件
数
）

（所要日数）

答申所要日数

 
 

 

４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

平成２４年度の答申（６０５件）についてみると， 

（１）不服申立人等から口頭意見陳述を聴取したとする記載のあるものは１件（不服申

立人１件）である。 

（２）諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるものは２８件である。このうち，

４件について，設置法１２条に基づき指名委員が口頭説明の聴取を行っている。 

 （３）調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものは２件である。 
 
 

５ インカメラ 

  平成２４年度の答申（６０５件）についてみると，対象文書を見分したとの記載があ

るのは３６１件となっている。 

（注） 答申の調査審議の経過欄に，「本件対象文書の見分」等と記載されている答申数である。対象文

書が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に記入された個

人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の性格上イン

カメラ審理を要しない場合がある。 

 

 

６ ヴォーンインデックス 

平成２４年度の答申（６０５件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料

（ヴォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注） ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的
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に，あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書の内容を整理した資料を提出している場合

がある。 

 

 

７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，平成２４年度の

状況は以下のとおりである。 

（単位：件，％） 

区 分 

諮問 答申 

件数 件数 
全部を妥当でないとした答申数 

（一部妥当でないとした答申も加えた件数）

不存在事件 ８９ ９８ ９（１５）

存否応答拒否事件 ４３ ３９ ５ （７）

文書の特定を争う事件 ３６ ３０ ５ （７）

逆ＦＯＩＡ事件 １９ ２１ ０ （０）

行政文書等非該当事件 ２ ３ ０ （０）

適用除外事件 ４ ９ １ （１）

 

諮問件数（６１４件）      答申件数（６０５件） 

不存在

89

14.5%

存否応答

拒否

43

7.0%
文書の

特定

36

5.9%

逆FOIA

19

3.1%

行政文書

等非該当

2

0.3%

適用除外

4

0.7%

その他

421

68.5%

 

不存在

98

16.2%

存否応答

拒否

39

6.4%
文書の

特定

30

5.0%

逆FOIA

21

3.5%

行政文書

等非該当

3

0.5%

適用除外

9

1.5%

その他

405

66.9%

 

 

答申結果別の内訳 

  「妥当でない」（３７件）   「妥当でない（一部妥当でないも含む）」（２００件）

不存在

9

24.3%

存否応答

拒否

5

13.5%

文書の

特定

5

13.5%

適用除外

1

2.7%

その他

17

46.0%

不存在

15

7.5%

存否応答

拒否

7

3.5%
文書の

特定

7

3.5%

適用除外

1

0.5%

その他

170

85.0%
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 「妥当である」（４０５件） 

不存在

83

20.5%

存否応答

拒否

32

7.9%

文書の

特定

23

5.7%

逆FOIA

21

5.2%

行政文書

等非該当

3

0.7%

適用除外

8

2.0%

その他

235

58.0%

 

７－１ 不存在事件 

  不存在事件については，平成２４年度では８９件の諮問を受け，平成２３年度以前の

諮問も含め，９８件について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，妥当でないとされたもの（文書が存在するとさ

れたもの等）は，９件（注）である。 

（注） 平成２４年度（行情）答申第２号，第５０号，第６２号，第２６５号，第３４５号，第３８０号，

第３８４号及び第４２４号並びに平成２４年度（独情）答申第４号 

 

７－２ 存否応答拒否事件 

  存否応答拒否事件については，平成２４年度に４３件の諮問を受け，平成２３年度以

前の諮問も含め，３９件について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，５件（注）

である。 

（注） 平成２４年度（行情）答申第２５号，第４５６号，第４５７号，第４６５号及び第５０９号 

 

７－３ 文書の特定を争う事件 

  文書の特定を争う事件については，平成２４年度に３６件の諮問を受け，平成２３年

度以前の諮問を含め，３０件について答申を出している。 

この文書の特定を争う事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，５件（注）

である。 

（注） 平成２４年度（行情）答申第４８号，第８７号，第３８２号，第４２１号及び第４２７号 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

  処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については，平成２４年度に１９件の諮問を受け，平成２３年度以前の

諮問を含め，２１件について答申を出している。 

 

 

７－５ 行政文書等非該当事件 

行政文書等非該当事件については，平成２４年度に２件の諮問を受け，平成２３年度

以前の諮問を含め，３件について答申を出している。 

 

７－６ 適用除外事件 
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  適用除外事件については，平成２４年度に４件の諮問を受け，平成２３年度以前の諮

問を含め，９件について答申を出している。 

この適用除外に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，１件（注）である。 

（注） 平成２４年度（行情）答申第３８５号 

 

 

８ その他 

答申の「審査会の結論」の欄に，「違法」等と記載されている答申について，平成２

４年度の状況は以下のとおりである。 

 

８－１ 理由の提示の不備 

原処分は理由の提示に不備がある違法なものであるとして，これを取り消すべきとし

た答申は，１件（注）である。 

（注） 平成２４年度（独情）答申第６１号 

 

８－２ 文書の不特定 

具体的な対象文書を特定することなく不開示情報に該当するとして不開示とした原

処分は違法であるとして，これを取り消すべきとした答申は，３件（注）である。 

（注） 平成２４年度（行情）答申第３７号，答申第５０９号（答申第３７号関連）及び第５３６号 

 

８－３ その他 

  原処分は結論と理由とが齟齬するという重大な瑕疵（かし）があり，違法であるとし

て，これを取り消すべきとした答申は，１件（注）である。 

（注） 平成２４年度（行情）答申第３４５号 
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Ⅲ 個人情報保護 

 

１ 諮問・答申件数 

  平成２４年度の諮問件数は２２６件，答申件数は２５３件である。 

  なお，平成１７年度から平成２４年度までの総諮問件数は１，５９３件，総答申件数

は１，３８４件であり，平成２４年度末時点で審議中の件数は１６６件である。 

 

○個人情報保護関連 

[平成２４年度]                   （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 １５０ １９５ ３ 

独立行政法人等 ７６ ５８ ０ 

合  計 ２２６ ２５３ ３ 

 

  （単位：件） 

 行政機関 独立行政法人 

諮問件数 答申件数 取下件数 諮問件数 答申件数 取下件数

開示請求関連 １４４ １８３ ３ ６７ ４８ ０

訂正請求関連 ５ １０ ０ ８ ７ ０

利用停止請求関連 １ ２ ０ １ ３ ０

合  計 １５０ １９５ ３ ７６ ５８ ０

 

［平成１７年度～平成２４年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

（平成２４年度末）

（a-b-c） 

行政機関 １，２４１ １１０４ ３５ １０２

独立行政法人等 ３５２ ２８０ ８ ６４

合  計 １，５９３ １，３８４ ４３ １６６

（注）答申件数の行政機関と独立行政法人等の別は諮問時の別による。 

 

 

２ 答申結果の分類 

平成２４年度に出された答申件数（２５３件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，８９件（３５．２％）である。 

 

諮問庁の判断は妥当でないとしたもの ６件（ ２．４％） 

諮問庁の判断は一部妥当でないとしたもの ８３件（３２．８％） 

諮問庁の判断は妥当であるとしたもの １６４件（６４．８％） 
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答申結果の内訳 

行政機関         独立行政法人 

 

4
2.0%

76
39.0

%
115
59.0

%

195

  

2
3.4%

7
12.1

%

49
84.5

%

58

  

 

 

 

３ 平均処理期間・審議回数 

  平成２４年度の答申（２５３件）について，平均処理期間は２９３．８日，平均審議

回数は２．７回であり，最短の事件では４１日で処理が終了しており（平成２４年度（行個）

答申第１２５号），最長の事件では８９５日かかっている（平成２４年度（行個）答申第１０号）。 

  なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は，２．２回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は９か月以内で答申を出して

おり，全体の約３分の２は１１か月以内に答申を出している。 

 

0
2 2 3

18
14

23

30
28 28

25

13

28
26

9

4

0

5

10

15

20

25

30

35

（
件
数
）

（所要日数）

答申所要日数

 
 

 

４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

  平成２４年度の答申（２５３件）についてみると，不服申立人等から口頭意見陳述を

聴取したとする記載のあるもの，諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるもの，

調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものは，いずれも実績がない。 

 

 

５ インカメラ 

  平成２４年度の答申（２５３件）についてみると，対象保有個人情報を見分したとの

記載があるのは１４４件となっている。 
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（注） 答申の調査審議の経過欄に，「本件対象保有個人情報の見分」等と記載されている答申数である。

対象文書が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に記入され

た個人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の性格上イ

ンカメラ審理を要しない場合がある。 

 

 

６ ヴォーンインデックス 

平成２４年度の答申（２５３件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料（ヴ

ォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注） ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的

に，あるいは事務局の要請に応じて対象保有個人情報の内容を整理した資料を提出している場合

がある。 

 

 

７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，平成２４年度の

状況は以下のとおりである。 

                                 （単位：件，％） 

区 分 

諮問 答申 

件数 件数 
全部を妥当でないとした答申数 

（一部妥当でないとした答申も加えた件数）

不存在事件 ３８ ３２ １（２） 

存否応答拒否事件 １０ ２ ０（０） 

保有個人情報の特定を争う事件 ２８ ９ ０（１） 

逆ＦＯＩＡ事件 ０ ０ ０（０） 

保有個人情報非該当事件 ０ ０ ０（０） 

適用除外事件 １２ １３ ０（１） 

 

諮問件数（２２６件）       答申件数（２５３件） 

 

不存在

38

16.8% 存否応答

拒否

10

4.4%

保有個人

情報の

特定

28

12.4%

適用除外

12

5.3%

その他

138

61.1%

不存在

32

12.6%

存否応答

拒否

2

0.8% 保有個人

情報の

特定

9

3.6%

適用除外

13

5.1%
その他

197

77.9%
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答申結果別の内訳  

「妥当でない」（６件）    妥当でない（一部妥当でないも含む）」（８９件） 

不存在

1

16.7%

その他

5

83.3%

不存在

2

2.2%

保有個人

情報の特定

1

1.1%
適用除外

1

1.1%

その他

85

95.6%

 

「妥当である」（１６４件） 

不存在

30

18.3%
存否応答

拒否

2

1.2%

保有個人

情報の

特定

8

4.9%

適用除外

12

7.3%

その他

112

68.3%

 
 

７－１ 不存在事件 

  不存在事件については，平成２４年度では３８件の諮問を受け，平成２３年度以前の

諮問も含め，３２件について答申を出している。 

  この不存在に関する答申のうち，妥当でないとされたもの（文書が存在するとされた

もの）は，１件（注）である。 

（注） 平成２４年度（独個）答申第２号 

 

７－２ 存否応答拒否事件 

  存否応答拒否事件については，平成２４年度に１０件の諮問を受け，２件について答

申を出している。 

 

７－３ 保有個人情報の特定を争う事件 

  保有個人情報の特定を争う事件については，平成２４年度に２８件の諮問を受け，平

成２３年度以前の諮問を含め，９件について答申を出している。 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ
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Ａに関する事件については，平成２４年度に受け付けた諮問はなく，答申も出されてい

ない。 

 

７－５ 保有個人情報非該当事件 

保有個人情報非該当事件については，平成２４年度に受け付けた諮問はなく，答申も

出されていない。  

 

７－６ 適用除外事件 

  適用除外事件については，平成２４年度に１２件の諮問を受け，平成２３年度以前の

諮問を含め，１３件について答申を出している。 
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Ⅳ  付言の実績 

当審査会では，答申において，諮問庁（又は処分庁）における情報公開・個人情報保護

制度の運用が不適切である場合や，同制度の運用そのものの問題ではないにしても，同制

度の円滑かつ適切な運用を行うために必要な措置について付言を行うことがある。 

平成２４年度の答申を整理すると，１４９件の答申において付言がみられ，諮問の遅れ

など１２の項目にわたって意見が述べられている。 

主な項目別件数としては，諮問の遅れ・早期諮問に関する付言（３３件）が最も多く，

続いて，補正に関する対応に関する付言及び開示決定等の理由の提示に関する付言（それ

ぞれ２１件），情報提供に関する付言及び開示・不開示の判断に関する付言（それぞれ１４

件），文書管理に関する付言及び文書等の特定に関する付言（それぞれ１３件）などという

順になっている。 

各項目の主な付言の該当部分は，以下のとおりである。 

（注） 一つの答申において，複数の項目にわたって付言しているものもある。 

 

１） 諮問の遅れ・早期諮問について付言したもの（３３件） 

・ 本件は，異議申立てから諮問までに約５年９か月という極めて長い期間が経過してお

り，「簡易迅速な手続」による処理とは言い難く，本件異議申立ての趣旨及び理由に照ら

しても，諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難い。 

諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，

迅速かつ的確な対応が望まれる。 

（平成２４年度（行情）答申第２４２号） 

・ 本件は，異議申立てから諮問までに約６年８か月という極めて長い期間が経過してお

り，「簡易迅速な手続」による処理とは言い難く，異議申立ての趣旨及び理由に照らして

も，諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難い。 

諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，

迅速かつ的確な対応が望まれる。 

（平成２４年度（行情）答申第４６９号） 

など 

 

２） 補正に関する対応について付言したもの（２１件） 

・ 諮問庁から提示を受けた経過文書（求補正書）によれば，処分庁は，上記２回の補正

の求めをする際，いずれも開示請求書を返戻していることが認められるが，受付した開示

請求書自体を返戻することは，補正を求めるために必要なこととは考え難く（開示請求書

の写しを添付すれば足りる。），また，再送されないおそれや補正部分の分別困難などの

問題も生ずることから，求補正に際して，受付した開示請求書自体を返戻することは避け

るべきである。 

（平成２４年度（行情）答申第３３０号） 

・ 最終求補正の回答期間は７日間（実質は５日間）であるところ,上記２（２）で判断し
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たとおり，第１回求補正以来の経過を踏まえれば，なお相当期間であると言うことはでき

るが，審査請求人が刑事施設の被収容者であって，通信に一定の制約を受けるという立場

にあることを考慮すれば，７日間という補正期間はやや短かいと言わざるを得ない。今後，

刑事施設の被収容者に対して再度の補正の機会を与える場合には，それ自体としてより適

切な補正期間を定めることが望まれる。  

  また，補正期間を定めて求補正をした以上，その期間経過前に処分（不開示決定）を

することは一般的には許されないことであって，場合によっては違法として処分の取消事

由にもなるから，慎むべきである。 

（平成２４年度（行情）答申第４４１号） 

など 

 

３） 開示決定等の理由の提示について付言したもの（２１件） 

・ 本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「当該請求に係る行政文書

を探索した結果，当該行政文書の存在を確認することができなかったことから，不存在に

つき不開示とします。」とのみ記載されているところ，一般に，文書の不存在を理由とす

る不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足り

ず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又は

亡失したのか等，当該文書が存在していないことの要因についても理由として付記するこ

とが求められることから，本件対象文書の存在を確認できなかった理由についても付記す

べきであった。 

したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠

くものであると言わざるを得ず，諮問庁においては，今後の対応において，上記の点に留

意すべきである。 

（平成２４年度（行情）答申第２３１号） 

・ 原処分では，１２の不開示理由を挙げているが，それぞれの不開示理由に該当する部

分を具体的に特定しておらず，文書単位あるいは頁単位での特定もないため，各不開示理

由と不開示とされた部分との対応関係が不明であり，不開示部分の特定が不十分であると

言わざるを得ない。 

処分庁においては，今後，不開示理由に対応した不開示部分の特定を具体的に行うこと

が望まれる。 

（平成２４年度（行情）答申第２７６号） 

など 

 

４） 情報提供について付言したもの（１４件） 

・ 本件開示請求に対する処分庁の対応については，開示請求者（審査請求人）に対して

正確な情報が提供されず，結果として，原処分に至るまでに通常よりも長期の期間を要す

ることとなるなど，不適切な点があったことは明らかであると言わざるを得ない。処分庁

において，今後は，開示請求の内容を正確に捉え，対象となる文書の有無等について的確

に把握し，補正が必要かつ可能な場合であれば，開示請求者に正確な情報を提供するよう
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留意されたい。 

（平成２４年度（行情）答申第１７１号） 

・ センターの改訂前のホームページに掲載されていた研究テーマの一覧は，「研究報告書」

と題するページに掲載されていたことから，当該ページを閲覧した者に，当該一覧中の全

ての研究テーマに研究報告書等の成果物が存在すると誤認させるものであり，「ホームペ

ージでの説明を見る限り，本件対象文書が存在すると考えるのが当然である」旨の審査請

求人の主張のとおりである。 

  法２４条は，「政府は，その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため，行政機関

の保有する情報が適時に，かつ，適切な方法で国民に明らかにされるよう，行政機関の保

有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。」と規定するところ，上記の

ようなホームページによる情報提供は，同条の趣旨に照らし，適切さを欠くものであると

言わざるを得ず，諮問庁においては，行政機関の保有する情報が適時に，かつ，適切な方

法で国民に明らかにされるよう，今後の対応において留意すべきである。 

（平成２４年度（行情）答申第４８５号） 

 など 

 

５） 開示・不開示の判断について付言したもの（１４件） 

・ 既に言及したとおり，文書２に掲載された事件は，いずれも著名なものであるばかり

か，裁判の確定から１００年を超えるほどの長期間を経過した事件もあり，裁量的開示を

許容する法７条の趣旨に照らしても，これらも一律に裁量によっても開示することができ

ないとすることには，審査請求人の指摘する刑事参考記録の社会共有財産的な性格を考慮

すると，にわかに納得し難いものが残る。そこで，諮問庁においても，その裁量権の適切

な行使による開示に向けて，その具体的範囲，方法等を更に検討していくことが期待され

る。 

（平成２４年度（行情）答申第１２２号） 

・ 本件対象文書の全てを全部不開示とする原処分は，不開示部分，不開示理由について

の検討が不十分であったことは明らかであり，そのため，かなりの部分を諮問庁自ら開示

することとなった。 

今後，開示請求がされた場合，その開示・不開示の判断に当たり，法５条の各号に掲げ

る不開示情報を除き，開示すべきであるという情報公開制度の趣旨に鑑み，適切に判断す

ることが望まれる。 

（平成２４年度（行情）答申第４５３号） 

など 

 

６） 文書管理について付言したもの（１３件） 

・ 本件に関しては，従来作成し一部開示してきた文書について，突如として作成の必要

性がないと判断し，取りやめていると見受けられる点において疑問を感じざるを得ない面

があり，諮問庁の説明も不十分と言わざるを得ない。 

今後は，作成が義務付けられていない文書であっても，行政の執務遂行上作成すること
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が必要あるいは有益な場合もあることを鑑み，その要否も含めて行政文書の作成・管理に

適切を期するとともに，従来作成していた文書を作成しないこととするなど，原則を変更

した理由について問われた場合には，より丁寧かつ適切な説明を行うなどの対応が望まれ

る。 

（平成２４年度（行情）答申第２３５号） 

・ 本件において，調査依頼に対応する回答文書が編綴されていない行政文書ファイルで

ある「平成２２年度他署調査依頼綴」を，実態とは異なる「平成２２年度他局署調査依頼・

回答綴」とするファイル名で，東京労働局中央労基署の行政文書ファイル管理簿に登載し

ていたことは，国民の誤解を招く不適切な事務処理であり，今後，処分庁においては，公

文書等の管理に関する法律の趣旨を踏まえ，文書管理のより一層の適正化を図ることが望

まれる。 

（平成２４年度（行情）答申第４２１号） 

など 

 

７） 文書等の特定について付言したもの（１３件） 

・ 本件は，上記１の経緯のとおり，本件対象文書は存在しないとした原処分に対し，諮

問庁は，当初，存否応答拒否を主張したものの，その後，本件対象文書は存在するとして，

その全部を不開示とする主張に変更したものである。上記３のとおり，結果的には不開示

自体は維持されるべきと判断されるものの，実際は存在していた本件対象文書を不存在で

あるとした原処分は誤りであったことは明白であり，このような誤りが生じた理由につい

ても，審査請求人が指摘するような疑念があるところであって，処分庁は，開示請求に係

る文書の特定に当たっては，より適切に対応することが強く望まれる。 

（平成２４年度（行情）答申第２２７号） 

・ 当審査会の答申第４４０号を引用した諮問庁の取消裁決に従った原処分において，改

めて特定して開示すべきとした対象文書の特定が行われなかったことは，甚だ不適切であ

ると言わざるを得ず，今後，処分庁においては，開示請求に対する対象文書の特定に当た

っては，法に基づく適切な対応が望まれる。 

（平成２４年度（行情）答申第４００号） 

など 

 

８） 開示決定等通知書の不適切な記載について付言したもの（１１件） 

・ 開示決定等における開示又は不開示とする保有個人情報の示し方については，開示部

分と不開示部分を特定して示すべきところ，本件においては，対象保有個人情報の範囲が

明確となっていない状況の下で，開示部分のみを別紙に記載し特定している一方，不開示

部分について「別紙に掲げたもの以外のもの」とするだけであり，不開示部分の内容が審

査請求人に伝わり難く，不明確な記載となっている。 

今後の開示請求への対応においては，対象保有個人情報の不開示部分の示し方について，

不明確であるとの指摘を受けることのないよう，適切な対応が望まれる。 

（平成２４年度（行個）答申第２５号） 
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・ 本件開示決定等通知書は，一部開示の「決定」を通知すべきであるところ，標題が「裁

決に基づく開示の実施について（通知）」と記載されており，また，通知文中においても

「保有個人情報の開示の実施について通知します。」と記載されている。このように，本

件開示決定等通知書は，全体として一部開示の「決定」を通知する趣旨であると理解する

ことは可能であるものの，その標題の記載も通知文中の記載も開示の「実施」を通知する

ものとなっている。 

法１８条１項は，「行政機関の長は，開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開

示するときは，その旨の決定をし，開示請求者に対し，その旨，開示する保有個人情報の

利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならな

い。」と規定している。 

このように相手側に処分内容を正確に了知させるという開示決定等通知書の重要性に

鑑みれば，同通知書の記載は，一見して明白かつ一義的に処分内容を伝えるものでなけれ

ばならず，処分庁においては，今後，開示決定等通知書の記載の適正化が望まれる。 

（平成２４年度（行個）答申第１５４号） 

など 

 

９） 審査会への対応について付言したもの（６件） 

・ 本件における諮問庁の対応は，法の適用が除外されない行政文書につき，記録されて

いるとする情報が類型的に不開示情報に該当すると主張して，具体的に文書の特定を行わ

ず，かつ，当審査会への行政文書の提示を免れようとした点，法８条による不開示決定（存

否応答拒否）をしなかったにもかかわらず，各法人につき保有している文書と保有してい

ない文書を明らかにしようとしなかった点で，いずれも法の理解に重大な問題があると言

わざるを得ず，今後は，法の趣旨に則って適切な対応をすることが強く望まれる。 

（平成２４年度（行情）答申第３７号） 

・ 本件については，当審査会が諮問庁に対し，情報公開・個人情報保護審査会設置法９

条１項の規定に基づき，開示決定等に係る行政文書の提示を求め，再三にわたり督促した

にもかかわらず，諮問から１年以上経過しても提示されない状態が続き，当審査会におけ

る審議に多大な支障を来たしたものである。 

諮問庁においては，今後，法の制度趣旨を十分に理解した上で，上記行政文書の提示に

当たって，迅速かつ適切な対応が強く望まれる。 

（平成２４年度（行情）答申第４６２号） 

など 

 

１０） 開示決定等における対象文書の表記について付言したもの（４件） 

・ 原処分では，不開示決定した行政文書の名称として，本件開示請求書の文言と同一の

記載をしているが，いかなる文書が不開示とされたかが明確になるように，可能な範囲で

具体的な文書名等を明示すべきであった。 

処分庁においては，今後，情報公開制度に関する事務処理手続の適正化を図ることが望

まれる。 
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（平成２４年度（行情）答申第２６３号） 

 

１１） 開示決定の迅速・適正化について付言したもの（２件） 

・ 本件では，表紙以下合計６枚の行政文書について，平成２３年１０月１３日に開示請

求を受理した後，法１１条の特例延長を適用し，同年１２月２０日に表紙部分１枚のみに

ついて全部開示の決定をし，同２４年１月３１日に残り５枚について全部開示の決定をし

たものである。 

かかる経過を見る限り，本件が法１１条を適用すべき事案であったかは疑問である。（中

略） 

現在の処理体制で日常的に法１１条を適用しなければならないほどの多数ないし大量

の請求が継続的にあるのならば，それに対応できるように体制を見直し,整えることも必

要であろう。 

そのことも含め，諮問庁に対し，法１１条の運用の改善のために適切な方策を採るよう

要望する。 

（平成２４年度（行情）答申第３６５号） 

など 

 

１２） その他（１９件） 

・ 処分庁は，審査請求人から審査請求する旨の連絡を受けたことにより，当初決定を取

り消す処分を行い，本件対象文書を特定した上で，この全てを開示する本件決定を行って

いる。 

このような処分庁の対応は，不適切と言わざるを得ず，過去に同様の請求を受けた際

に開示した文書と重複する請求を再度受けた場合でも，その都度文書を特定し開示する

必要があることから，今後，処分庁においては，手続をより一層，適正，的確に行うこ

とが望まれる。 

（平成２４年度（行情）答申第１９５号） 

・ 処分庁は，原処分に上記２（１）のとおり（下記参照－編者注）重大な瑕疵があるこ

とに気付かないまま本件通知書を審査請求人に送付し，本件審査請求を受けて初めて当該

瑕疵に気付いたものの，当該瑕疵が通知書の差し替えで治癒されると軽々に判断しており，

本件通知書によって行政処分がなされているとの認識が不十分であり，開示決定等通知書

の重要性に対する理解も不十分と言わざるを得ない。 

また，諮問庁も，理由説明書において，本件通知書に言及せず，不開示通知書を前提と

した説明をしており，処分庁と同様，本件通知書によって行政処分がなされているとの認

識が不十分であり，開示決定等通知書の重要性に対する理解も不十分と言わざるを得ない。  

処分庁，諮問庁においては，今後，法の趣旨を正しく認識し，開示請求及び不服申立て

に係る手続の適正化を図ることが強く望まれる。 

 （参照） 

  ２ 原処分の適法性について 

（１）法９条２項は，「行政機関の長は，開示請求に係る行政文書の全部を開示しない
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とき（前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を

保有していないときを含む。）は，開示しない旨の決定をし，開示請求者に対し，

その旨を書面により通知しなければならない。」と規定している。 

行政行為は表示行為によって成立するものであり，書面によって表示されたと

きは書面の作成によって行政行為は成立し，その書面の到達によって行政行為の

効力が生ずるものであるところ，本件通知書は，本件対象文書の開示を決定しな

がら，本件対象文書を保有していないとする不開示理由を付記していることから，

開示決定か不開示決定かが判然としない内容となっている。 

したがって，原処分には，結論と理由とが齟齬するという重大な瑕疵（かし）

があり，違法であるので，取り消すべきである。 

（平成２４年度（行情）答申第３４５号） 

など 
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【参考】平成２４年度に付言を行った答申一覧 

区  分 答 申 番 号 

１）諮問の遅れ・早期諮問につ

いて付言したもの（３３件） 

平成２４年度（行情）答申第１８号 

平成２４年度（行情）答申第１９号 

平成２４年度（行情）答申第２２号 

平成２４年度（行情）答申第４２号 

平成２４年度（行情）答申第７５号 

平成２４年度（行情）答申第８５号 

平成２４年度（行情）答申第１２０号 

平成２４年度（行情）答申第１４７号 

平成２４年度（行情）答申第１７５号 

平成２４年度（行情）答申第２４２号 

平成２４年度（行情）答申第２４３号 

平成２４年度（行情）答申第２５３号 

平成２４年度（行情）答申第２６７号 

平成２４年度（行情）答申第４１２号 

平成２４年度（行情）答申第４６１号 

平成２４年度（行情）答申第４６９号 

平成２４年度（行情）答申第５０１号 

平成２４年度（行情）答申第５０２号 

平成２４年度（行情）答申第５１５号 

平成２４年度（行情）答申第５１６号 

平成２４年度（行情）答申第５２０号 

平成２４年度（行情）答申第５３７号 

平成２４年度（行情）答申第５３８号 

平成２４年度（行情）答申第５４２号 

平成２４年度（行情）答申第５４３号 

平成２４年度（行情）答申第５４４号 

平成２４年度（行個）答申第５号 

平成２４年度（行個）答申第６号 

平成２４年度（行個）答申第７号 

平成２４年度（行個）答申第５３号 

平成２４年度（行個）答申第９４号 

平成２４年度（行個）答申第９５号 

平成２４年度（独個）答申第２８号 

２）補正に関する対応について

付言したもの（２１件） 

 

平成２４年度（行情）答申第９４号 

平成２４年度（行情）答申第１２７号 

平成２４年度（行情）答申第２０７号 

平成２４年度（行情）答申第３３０号 
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 平成２４年度（行情）答申第３３１号 

平成２４年度（行情）答申第４４１号 

平成２４年度（行情）答申第４４２号 

平成２４年度（行情）答申第４６０号 

平成２４年度（行情）答申第４８２号 

平成２４年度（行個）答申第３２号 

平成２４年度（行個）答申第３３号 

平成２４年度（行個）答申第５３号 

平成２４年度（行個）答申第１１９号 

平成２４年度（行個）答申第１６０号 

平成２４年度（行個）答申第１６１号 

平成２４年度（行個）答申第１６２号 

平成２４年度（独個）答申第２５号 

平成２４年度（独個）答申第２９号 

平成２４年度（独個）答申第３５号 

平成２４年度（独個）答申第４４号 

平成２４年度（独個）答申第５１号 

３）開示決定等の理由の提示に

ついて付言したもの（２１件） 

平成２４年度（行情）答申第９８号 

平成２４年度（行情）答申第１２０号 

平成２４年度（行情）答申第１２５号 

平成２４年度（行情）答申第１３５号 

平成２４年度（行情）答申第２３１号 

平成２４年度（行情）答申第２７６号 

平成２４年度（行情）答申第２７９号 

平成２４年度（行情）答申第３４５号 

平成２４年度（行情）答申第３４８号 

平成２４年度（行情）答申第３４９号 

平成２４年度（行情）答申第３５２号 

平成２４年度（行情）答申第３５３号 

平成２４年度（行情）答申第３９１号 

平成２４年度（行情）答申第４２９号 

平成２４年度（行情）答申第４４９号 

平成２４年度（行情）答申第４６９号 

平成２４年度（行個）答申第５１号 

平成２４年度（行個）答申第７４号 

平成２４年度（行個）答申第７６号 

平成２４年度（行個）答申第９５号 

平成２４年度（行個）答申第１４７号 
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４）情報提供について付言した

もの（１４件） 

平成２４年度（行情）答申第１２号 

平成２４年度（行情）答申第１９号 

平成２４年度（行情）答申第１７１号 

平成２４年度（行情）答申第１９６号 

平成２４年度（行情）答申第２６６号 

平成２４年度（行情）答申第４０２号 

平成２４年度（行情）答申第４０３号 

平成２４年度（行情）答申第４８５号 

平成２４年度（行情）答申第４８６号 

平成２４年度（行情）答申第４８７号 

平成２４年度（行情）答申第４８８号 

平成２４年度（行情）答申第４８９号 

平成２４年度（行情）答申第４９０号 

平成２４年度（独情）答申第８号 

５）開示・不開示の判断につい

て付言したもの（１４件） 

 

平成２４年度（行情）答申第１６号 

平成２４年度（行情）答申第７９号 

平成２４年度（行情）答申第１２２号 

平成２４年度（行情）答申第３４９号 

平成２４年度（行情）答申第３６１号 

平成２４年度（行情）答申第３８１号 

平成２４年度（行情）答申第４５３号 

平成２４年度（行情）答申第４５４号 

平成２４年度（行情）答申第４６８号 

平成２４年度（行情）答申第４７２号 

平成２４年度（行情）答申第５２０号 

平成２４年度（行個）答申第４４号 

平成２４年度（行個）答申第１８７号 

平成２４年度（行個）答申第１９３号 

６）文書管理について付言した

もの（１３件） 

 

平成２４年度（行情）答申第７号 

平成２４年度（行情）答申第８号 

平成２４年度（行情）答申第９号 

平成２４年度（行情）答申第４８号 

平成２４年度（行情）答申第２００号 

平成２４年度（行情）答申第２３５号 

平成２４年度（行情）答申第４０２号 

平成２４年度（行情）答申第４０３号 

平成２４年度（行情）答申第４０４号 

平成２４年度（行情）答申第４２１号 

平成２４年度（行情）答申第４２３号 
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 平成２４年度（行情）答申第４３８号 

平成２４年度（行個）答申第１０６号 

７）文書等の特定について付言

したもの（１３件） 

 

平成２４年度（行情）答申第７号 

平成２４年度（行情）答申第８号 

平成２４年度（行情）答申第９号 

平成２４年度（行情）答申第３７号 

平成２４年度（行情）答申第６３号 

平成２４年度（行情）答申第１９５号 

平成２４年度（行情）答申第２２７号 

平成２４年度（行情）答申第４００号 

平成２４年度（独情）答申第２４号 

平成２４年度（独情）答申第２７号 

平成２４年度（行個）答申第１５２号 

平成２４年度（独個）答申第１６号 

平成２４年度（独個）答申第５３号 

８）開示決定等通知書の不適切

な記載について付言したもの

（１１件） 

平成２４年度（行情）答申第２９６号 

平成２４年度（行情）答申第２９７号 

平成２４年度（行個）答申第２５号 

平成２４年度（行個）答申第５７号 

平成２４年度（行個）答申第５８号 

平成２４年度（行個）答申第１０４号 

平成２４年度（行個）答申第１０８号 

平成２４年度（行個）答申第１１７号 

平成２４年度（行個）答申第１４６号 

平成２４年度（行個）答申第１５４号 

平成２４年度（行個）答申第１５５号 

９）審査会への対応について付

言したもの（６件） 

平成２４年度（行情）答申第３７号 

平成２４年度（行情）答申第１２０号 

平成２４年度（行情）答申第２４２号 

平成２４年度（行情）答申第２４３号 

平成２４年度（行情）答申第４１２号 

平成２４年度（行情）答申第４６２号 

１０）開示決定等における対象

文書の表記について付言した

もの（４件） 

平成２４年度（行情）答申第９４号 

平成２４年度（行情）答申第２６３号 

平成２４年度（行情）答申第２６４号 

平成２４年度（行情）答申第５１３号 

１１）開示決定の迅速・適正化

について付言したもの（２件） 

平成２４年度（行情）答申第３６５号 

平成２４年度（行情）答申第３６７号 
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１２）その他の付言（１９件） 平成２４年度（行情）答申第１９５号 

平成２４年度（行情）答申第３４５号 

平成２４年度（行情）答申第３６２号 

平成２４年度（行情）答申第３６６号 

平成２４年度（行情）答申第３６８号 

平成２４年度（行情）答申第３７１号 

平成２４年度（行情）答申第５１６号 

平成２４年度（独情）答申第３号 

平成２４年度（行個）答申第３５号 

平成２４年度（行個）答申第３６号 

平成２４年度（行個）答申第８９号 

平成２４年度（行個）答申第９２号 

平成２４年度（行個）答申第９３号 

平成２４年度（行個）答申第１００号 

平成２４年度（独個）答申第２１号 

平成２４年度（独個）答申第３５号 

平成２４年度（独個）答申第４８号 

平成２４年度（独個）答申第５４号 

平成２４年度（独個）答申第５５号 

（注） 平成２４年度（行情）答申第７号ないし第９号，第１９号，第３７号，第９４号，第１２０号，

第１９５号，第２４２号，第２４３号，第３４５号，第３４９号，第４０２号，第４０３号，第４

１２号，第４６９号，第５１６号及び第５２０号，平成２４年度（行個）答申第５３号及び第９５

号並びに平成２４年度（独個）答申第３５号においては，複数の項目にわたって付言している。 


